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○尾道市建設工事等競争入札参加者資格審査規程 

昭和５３年８月２１日 

訓令第７号 

 （目的） 

第１条 この規程は、尾道市契約規則（昭和３９年規則第２８号）第３８条第２項の

規定に基づき、本市が発注する建設工事及び建設工事に係る調査、測量又は設計業

務（以下「建設工事等」という。）の競争入札に参加する者に必要な資格要件等に

ついて必要な事項を定め、公正かつ適正な資格審査を行うことを目的とする。 

（申請書等） 

第２条 競争入札に参加しようとする者は、所定の様式による建設工事等入札参加資

格審査申請書（以下「申請書」という。）を別に定める期間内に市長に提出しなけ

ればならない。ただし、当該期間内に提出できなかった者は、毎年市長が別に定め

る期間内に提出することができる。 

２ 市長は、申請書の提出を原則として２年ごとに行わせるものとする。 

３ 申請書には、次の各号に掲げる工事ごとに当該各号に定める書類を添付しなけれ

ばならない。 

⑴ 建設工事に係る場合 

ア 総合評定値通知書 

イ 工事経歴書 

ウ 技術職員名簿 

エ 専任技術者証明書 

オ 建設業許可証明書又は建設業許可通知書 

カ 納税証明書 

キ その他特に指定したもの 

⑵ 調査、測量及び設計に係る場合 

ア 登録証明書等 

イ 希望業務実績調書 

ウ 有資格技術職員名簿 

エ 納税証明書 

オ 登記簿謄本（法人のみ） 

カ その他特に指定したもの 

４ 市長は、申請書の提出に代えて、電子申請（市の使用に係る電子計算機（入出力

装置を含む。以下同じ。）と申請を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回

線で接続した電子情報処理組織（以下「システム」という。）を使用して申請を行

うことをいう。以下同じ。）を行わせることができる。この場合において、前項に

掲げる書類のうち、市長が指定するものは、同項の規定にかかわらず、システムで

定める様式により作成した電磁的記録を市の使用に係る電子計算機に備えられた

ファイルに記録させるものとする。 

（審査会） 

第３条 市長は、申請書を提出した者（以下「申請者」という。）に対する競争入札

参加資格の審査を行うため競争入札参加者資格審査会（以下「審査会」という。）

を設置する。 

（審査会の組織） 

第４条 審査会は、次に掲げる者（以下「委員」という。）をもって組織する。 

副市長  

参事（定住交流担当） 

建設部長 契約課長 土木課長 維持修繕課長 建築課長 
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上下水道局長 経営総務課長 水道工務課長 浄水課長 下水道課長 

因島総合支所長 因島総合支所施設管理課長 

御調支所長 御調支所まちおこし課長 

瀬戸田支所長 瀬戸田支所しまおこし課長 

２ 審査会の長（以下「会長」という。）は、副市長をもって充てる。副会長は、建

設部長をもって充てる。 

３ 会長は、会務を統括する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 審査会は、会長が招集し、自らその議長となる。 

２ 審査会は、２年に１回定期の会議を開くものとする。ただし、会長が必要と認め

たときは、臨時に会議を開くことができる。 

３ 審査会は、委員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。た

だし、特に緊急を要する場合又は追加申請の審査を行う場合にあっては、持ち回り

の審査により審査会の会議に代えることができる。 

４ 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決すると

ころによる。 

５ 審査会は、非公開とし、何人もその内容を他に漏らしてはならない。 

（資格審査） 

第６条 審査会は、申請者に係る必要な適格審査及び点数審査を行い、適格又は不適

格を決定する。ただし、建設工事以外の業者については、適格審査のみとする。 

（適格審査） 

第７条 適格審査は、申請書及びその添付書類又は電磁的記録に基づき競争入札参加

者としての適格性を審査するものとする。ただし、市内業者の適格審査については

別に定めるところによる。 

２ 過去３年以内において、次の各号のいずれかに該当する行為をなした者は、不適

格者とすることができる。 

⑴ 契約の履行に当たり、故意に工事などを粗雑にし、又は工事材料の品質若しく

は数量に関し、不正の行為をした者 

⑵ 競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、

若しくは不正の利益を得るために連合した者 

⑶ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者 

⑷ 監督又は検査に当たり職員の職務の執行を妨げた者 

⑸ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

⑹ 前各号のいずれかに該当する事実があった後、３年を経過しない者を契約の履

行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者 

３ 前項各号に掲げる者のほか経営状況が著しく不健全であると認められる業者又

は競争入札に参加する資格を有する者として不適当な行為があった業者は、不適格

とすることができる。 

（点数審査） 

第８条 点数審査は、建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２７条の２３の規定

による経営事項審査の総合評点により審査するものとする。 

（資格の格付及び発注標準） 

第９条 資格の格付けは、経営事項審査の総合評点によって、別記第１に掲げる工事

の種類ごとにそれぞれ対応する等級欄に定める等級に区分する。 

２ 前項に規定する工事の種類、等級の区分及び当該等級に対応する発注の標準とな

る工事の設計金額等は、別記第２に掲げるとおりとする。 
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（資格の認定及び通知） 

第１０条 市長は、審査会の審査を経て、資格を認定するものとする。 

２ 前項により資格を認定した者については、建設工事等入札参加資格者名簿に登録

し、資格認定の通知をしなければならない。 

（資格の有効期間等） 

第１１条 資格の有効期間は、当該資格を認定した日の翌日から次の資格認定の日ま

でとする。ただし、当該資格の変更があると認める者については、審査を経てその

資格の期間を変更することができる。 

（資格の停止又は取消し） 

第１２条 競争入札に参加する資格を有する者が、次の各号のいずれかに該当すると

きは、一定期間資格を停止し、又は取り消すことができる。 

⑴ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項（同令第

１６７条の１１第１項において準用する場合を含む。）の規定に該当するとき。 

⑵ 第７条第２項及び第３項に規定する者に該当したとき。 

⑶ 虚偽の申請等により資格を有したとき。 

⑷ その他市長が競争入札に参加する資格を有する者として不適当であると認め

るとき。 

（庶務） 

第１３条 審査会の庶務は、建設部契約課において処理する。 

（雑則） 

第１４条 この規程に定めるもののほか、競争入札参加者の資格審査に関し必要な事

項は、別に市長が定める。 

付 則 

１ この訓令は、昭和５３年９月１日から施行する。ただし、昭和５３年度において

申請書を既に提出している者については、この規程に基づく申請を行ったものとみ

なす。 

２ 資格の格付けに際しては、当分の間主観的事項は加算しないものとする。 

 

付 則（昭和５４年６月２７日訓令第５号） 

この訓令は、昭和５４年７月１日から施行する。 

 

付 則（昭和５４年１１月１日訓令第１０号） 

この訓令は、公布の日から施行する。 

 

付 則（昭和５５年３月３１日訓令第１号） 

この訓令は、昭和５５年４月１日から施行する。 

 

付 則（昭和５５年７月１日訓令第７号） 

この訓令は、公布の日から施行する。 

 

付 則（昭和５７年６月１５日訓令第６号） 

この訓令は、公布の日から施行する。 

 

付 則（昭和５８年４月１日訓令第６号） 

この訓令は、公布の日から施行する。 
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付 則（昭和５９年６月１５日訓令第５号） 

この訓令は、公布の日から施行する。 

 

付 則（昭和６１年６月１６日訓令第３号） 

この訓令は、公布の日から施行する。 

 

付 則（昭和６２年７月１日訓令第６号） 

この訓令は、公布の日から施行する。 

 

付 則（平成元年３月３１日訓令第２号） 

この訓令は、平成元年４月１日から施行する。 

 

付 則（平成２年５月３１日訓令第９号） 

この訓令は、平成２年６月１日から施行する。 

 

付 則（平成４年６月１６日訓令第４号） 

この訓令は、平成４年６月１７日から施行する。 

 

付 則（平成７年６月２９日訓令第６号） 

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、平成６年度において、既に入札参加

資格を認定されている者については、従前の例による。 

 

付 則（平成８年４月１日訓令第４号） 

この訓令は、公布の日から施行する。 

 

付 則（平成８年４月１５日訓令第７号） 

この訓令は、公布の日から施行する。 

 

付 則（平成９年４月１日訓令第３号） 

この訓令は、公布の日から施行する。 

 

付 則（平成１０年４月１日訓令第３号） 

この訓令は、公布の日から施行する。 

 

付 則（平成１２年３月３１日訓令第５号） 

この訓令は、平成１２年４月１日から施行する。 

 

付 則（平成１２年６月１日訓令第８号） 

この訓令は、公布の日から施行する。 

 

付 則（平成１３年３月３０日訓令第３号） 

この訓令は、平成１３年４月１日から施行する。 

 

付 則（平成１３年１１月１日訓令第９号） 

この訓令は、公布の日から施行する。 

 

付 則（平成１５年３月２６日訓令第４号） 
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この訓令は、平成１５年４月１日から施行する。 

 

付 則（平成１５年９月２６日訓令第１１号） 

この訓令は、平成１５年１０月１日から施行する。 

 

付 則（平成１６年３月２４日訓令第４号） 

この訓令は、平成１６年４月１日から施行する。 

 

付 則（平成１７年４月１５日訓令第１４号） 

この訓令は、平成１７年４月１５日から施行する。 

 

付 則（平成１７年９月３０日訓令第１６号） 

この訓令は、平成１７年１０月３日から施行する。ただし、改正後の別記第２の規

定は、平成１８年４月１日以後に発注する工事から適用する。 

 

付 則（平成１７年１２月２１日訓令第２４号） 

この訓令は、平成１８年１月１０日から施行する。 

 

付 則（平成１９年４月６日訓令第９号） 

この訓令は、平成１９年４月６日から施行する。 

 

付 則（平成１９年７月２０日訓令第１６号） 

この訓令は、平成１９年７月２０日から施行する。 

 

付 則（平成１９年９月２８日訓令第２１号） 

この訓令は、平成１９年１０月１日から施行する。 

 

付 則（平成２０年３月３１日訓令第７号） 

この訓令は、平成２０年４月１日から施行する。 

 

付 則（平成２０年１０月２２日訓令第１８号） 

この訓令は、平成２０年１０月２２日から施行する。 

 

付 則（平成２１年３月１９日訓令第３号） 

この訓令は、平成２１年３月１９日から施行する。 

 

付 則（平成２２年４月１日訓令第９号） 

この訓令は、平成２２年４月１日から施行する。 

 

付 則（平成２２年６月４日訓令第１６号） 

この訓令は、平成２２年６月４日から施行する。 

 

付 則（平成２４年３月３０日訓令第１０号） 

この訓令は、平成２４年４月１日から施行する。 

 

付 則（平成２５年３月２５日訓令第４号） 

この訓令は、平成２５年４月１日から施行する。 
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付 則（平成２６年３月２５日訓令第２号） 

この訓令は、平成２６年３月２５日から施行する。 

 

付 則（平成２９年３月２８日訓令第４号） 

この訓令は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

付 則（平成３１年３月２９日訓令第４号） 

この訓令は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

付 則（令和元年８月１日訓令第３号） 

この訓令は、令和元年１２月１４日から施行する。 

 

付 則（令和２年３月３０日訓令第２号） 

この訓令は、令和２年４月１日から施行する。 

 

付 則（令和３年３月４日訓令第２号） 

 この訓令は、令和３年４月１日から施行する。 

 

付 則（令和４年３月３１日訓令第５号） 

 この訓令は、令和４年４月１日から施行する。 

 

付 則（令和５年３月２３日訓令第４号） 

 この訓令は、令和５年４月１日から施行する。 
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別記第１（第９条関係） 

 

工事の種類別格付基準 

業種

等級 

土木工事 建築工事 舗装工事 水道施設工

事 

電気工事 管工事 その他工事 

Ａ ８７０点以

上 

８２０点以

上 

９７０点以

上 

９７０点以

上 

９７０点以

上 

９７０点以

上 

９７０点以

上 

Ｂ ８７０点未

満６７０点

以上 

８２０点未

満６２０点

以上 

９７０点未

満７２０点

以上 

９７０点未

満６７０点

以上 

９７０点未

満６５０点

以上 

９７０点未

満６２０点

以上 

９７０点未

満７２０点

以上 

Ｃ ６７０点未

満４７０点

以上 

６２０点未

満４７０点

以上 

７２０点未

満５７０点

以上 

６７０点未

満４７０点

以上 

６５０点未

満５００点

以上 

６２０点未

満４７０点

以上 

７２０点未

満４７０点

以上 

Ｄ ４７０点未

満 

４７０点未

満 

５７０点未

満 

４７０点未

満 

５００点未

満 

４７０点未

満 

４７０点未

満 

 

別記第２（第９条関係） 

 

工事の種類別格付基準に対応する発注標準 

業種

等級 

土木工事 建築工事 舗装工事 水道施設工

事 

電気工事 管工事 その他工事 

Ａ ３，０００

万円以上 

３，０００

万円以上 

３，０００

万円以上 

３，０００

万円以上 

２，０００

万円以上 

２，０００

万円以上 

２，０００

万円以上 

Ｂ １億円未満

３００万円

以上 

１億円未満

３００万円

以上 

１億円未満

３００万円

以上 

５，０００

万円未満３

００万円以

上 

３，０００

万円未満３

００万円以

上 

３，０００

万円未満３

００万円以

上 

３，０００

万円未満３

００万円以

上 

Ｃ １，５００

万円未満１

３０万円以

上 

１，５００

万円未満１

３０万円以

上 

１，５００

万円未満１

３０万円以

上 

１，５００

万円未満１

３０万円以

上 

１，０００

万円未満１

３０万円以

上 

１，０００

万円未満１

３０万円以

上 

１，０００

万円未満１

３０万円以

上 

Ｄ １３０万円

未満 

１３０万円

未満 

１３０万円

未満 

１３０万円

未満 

１３０万円

未満 

１３０万円

未満 

１３０万円

未満 

 


